
 

管理事業評価調書の見方 

○政策及び施策と管理事業（左の「事業名」欄に記載）について 

・政策…局の目的 

・施策…課の目的 

・管理事業…目的を同じくする事務事業の集合体（＝施策） 

○従事人員・経費等 

・「従事人員」については、地方機関を含め、１年間を通して当該管理事業に従事している職員数。 

・「人件費」については、従事人員に基づき、管理事業ごとに配分。 

・「公債費」については、別に一括管理している公債費について、管理事業の内容に応じて配分。 

○事業計画の内容及び事業費の内訳 

・令和７年度に実施している事業の内容及び事業費を記載している。（事業費は、原則として「従事人員・

経費等」の「経費」の「事業費(b)」欄の内訳を記載。） 

○指標／目標値等 

 ・１管理事業につき最大５つの指標を設定。 

 ・公会計制度により把握可能となる財務データを用いて、コスト指標を必ず１つ以上設定。 

○外部要因等 

 ・行政活動以外で目標の達成に影響のあった外部要因等を記載。 

○目的の達成に関する評価 

 ・管理事業の目標達成に最も関係する中核となる一つの指標を「主要な指標」として設定。 

 ・「主要な指標」とその他の指標の達成率に基づいて、５段階（Ａ～Ｅ）で評価。 

 ・コスト指標については、当面の間、目標値を設定せず、目標の達成度による評価は行わない。 

【評価区分】 

Ａ目標超過達成、Ｂ目標達成、Ｃ相当程度進展あり、Ｄ進展が大きくない、Ｅ目標に向かっていない 

【判断の目安】 

・「主要な指標」とその他の指標のそれぞれの達成率が、次の表に該当する評価区分とする。 

・原則として令和６年度の達成率を用いることとするが、令和７年度の達成率（適切な見込みが立てられる 

もののみを対象）が令和６年度と大きく乖離している場合は、令和７年度の達成率を用いることとする。 

主要 

その他 

120％ 

以上 

100％ 

以上 

80％ 

以上 

70％ 

以上 

70％ 

未満 

100％以上 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

80％以上 Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｅ 

80％未満 Ｃ Ｃ Ｄ Ｅ Ｅ 

  ※その他の指標の達成率は、主要な指標及びコスト指標を除く指標の平均達成率とする。 

ただし、Ａ及びＢに区分するのは、その他の指標がいずれも 100％以上の達成率の場合とする。 

○コスト指標の増減分析 

 ・コスト指標の令和６年度実績値について、令和５年度実績値からの増減分析を記載。 

○課題 

 目標の達成状況を踏まえた課題を記載。 

○今後の方向性 

 目標の達成状況及び課題を踏まえ今後どのように事業を実施していくか、その方向性を記載。 

参考 


